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(57)【要約】
【課題】モードの起動のために長時間を要する等の操作
性の不都合を防止できる。
【解決手段】特定の動作モードとそれ以外の他の動作モ
ードとを含む複数の動作モードの中から選択して、いず
れかの動作モードで動作可能である。自装置の制御のた
めの情報を表示する表示手段と、自装置の動作モードを
切り替える制御手段と、を備え、制御手段は、他の動作
モードと特定の動作モードとの間で切り替えようとする
ときは、動作モードの切り替えの前に、動作モードの切
り替えを許可するか否かのユーザーの指示を促すための
表示を表示手段に表示させるよう制御する一方、他の動
作モード間で切り替えようとするときは、ユーザーの指
示を促すための表示を表示手段に表示させることなく、
切り替え後の動作モードで動作するよう制御する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の動作モードと他の動作モードとを含む複数の動作モードの中から一つの動作モー
ドを選択する操作を受け付ける回転式又はスライド式モード切替手段と、
　自装置の制御のための情報を表示することができる表示手段と、
　前記モード切替手段で受け付けた操作に応じて、自装置の動作モードを切り替えるよう
制御する制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、
　　前記モード切替手段が、前記他の動作モードから前記特定の動作モードに切り替える
操作を受け付けたとき、または／および、前記特定の動作モードから前記他の動作モード
に切り替える操作を受け付けたときは、動作モードを切り替える前に、動作モードの切り
替えを許可するかについてのユーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示させ
るよう制御する、撮像装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　　前記モード切替手段が、前記他の動作モード間で動作モードを切り替える操作を受け
付けたときは、前記ユーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示させることな
く、自装置の動作モードを切り替えるよう制御する、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　ユーザーによる前記動作モードの切り替えを許可する指示を受け付ける受付手段を、さ
らに備え、
　前記制御手段は、
　　前記動作モードの切り替えを許可するかについてのユーザーの指示を促すための表示
を前記表示手段に表示させた後において、前記受付手段がユーザーの指示を受け付けるま
では、前記モード切替手段の切り替え前の動作モードで動作するよう制御する、請求項１
に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、
　　前記モード切替手段が、前記他の動作モードから前記特定の動作モードに切り替える
操作を受け付けたとき、または／および、前記特定のモードから前記他の動作モードに切
り替える操作を受け付けたときは、動作モードの切り替えの前に、動作モードの切り替え
を許可するかについてのユーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示させるが
、動作モードの切り替えを許可しないことについてのユーザーの指示を促すための表示は
前記表示手段に表示させないよう制御する、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　　前記モード切替手段が前記特定の動作モードから前記他の動作モードに切り替える操
作を受け付けたときは、動作モードの切替の前に、動作モードの切り替えを許可するかの
ユーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示させるよう制御し、
　　前記表示手段が前記動作モードの切り替えを許可するかのユーザーの指示を促すため
の表示をしている際に、前記モード切替手段が前記他の動作モードから前記特定の動作モ
ードに切り替える操作を受け付けたときは、前記表示手段に表示させている表示を消すよ
うに制御する、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記特定の動作モードを制御する制御プログラムを記憶する第１記憶手段と、
　前記第１記憶手段から前記制御プログラムを読み出す読み出し手段と、
　前記読み出し手段により読み出された制御プログラムを記憶可能であり、前記第１記憶
手段よりも高速にアクセス可能な第２記憶手段と、をさらに備え、
　前記読み出し手段は、前記制御手段が前記他の動作モードから該特定の動作モードへ切
り替えた際に、前記第１記憶手段から前記制御プログラムを読み出す、請求項１に記載の
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撮像装置。
【請求項７】
　前記モード切替手段はダイヤルである、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記特定の動作モードは無線通信モードである、請求項１に記載の撮像装置。
【請求項９】
　特定の動作モードと他の動作モードとを含む複数の動作モードの中から一つの動作モー
ドを選択する操作を受け付ける回転式又はスライド式モード切替手段と、
　自装置の制御のための情報を表示することができる表示手段と、
　前記モード切替手段で受け付けた操作に応じて、自機器の動作モードを切り替えるよう
制御する制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、
　　前記モード切替手段が、前記他の動作モードから前記特定の動作モードに切り替える
操作を受け付けたとき、または／および、前記特定の動作モードから前記他の動作モード
に切り替える操作を受け付けたときは、動作モードを切り替える前に、動作モードの切り
替えを許可するかについてのユーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示させ
るよう制御する、電子機器。
【請求項１０】
　前記制御手段は、
　　前記モード切替手段が、前記他の動作モード間で動作モードを切り替える操作を受け
付けたときは、前記ユーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示させることな
く、自装置の動作モードを切り替えるよう制御する、請求項９に記載の電子機器。
【請求項１１】
　ユーザーによる前記動作モードの切り替えを許可する指示を受け付ける受付手段を、さ
らに備え、
　前記制御手段は、
　　前記動作モードの切り替えを許可するかについてのユーザーの指示を促すための表示
を前記表示手段に表示させた後において、前記受付手段がユーザーの指示を受け付けるま
では、前記モード切替手段の切り替え前の動作モードで動作するよう制御する、請求項９
に記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記制御手段は、
　　前記モード切替手段が、前記他の動作モードから前記特定の動作モードに切り替える
操作を受け付けたとき、または／および、前記特定のモードから前記他の動作モードに切
り替える操作を受け付けたときは、動作モードの切り替えの前に、動作モードの切り替え
を許可するかについてのユーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示させるが
、動作モードの切り替えを許可しないことについてのユーザーの指示を促すための表示は
前記表示手段に表示させないよう制御する、請求項９に記載の電子機器。
【請求項１３】
　前記制御手段は、
　　前記モード切替手段が前記特定の動作モードから前記他の動作モードに切り替える操
作を受け付けたときは、動作モードの切替の前に、動作モードの切り替えを許可するかの
ユーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示させるよう制御し、
　　前記表示手段が前記動作モードの切り替えを許可するかのユーザーの指示を促すため
の表示をしている際に、前記モード切替手段が前記他の動作モードから前記特定の動作モ
ードに切り替える操作を受け付けたときは、前記表示手段に表示させている表示を消すよ
うに制御する、請求項９に記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記特定の動作モードを制御する制御プログラムを記憶する第１記憶手段と、
　前記第１記憶手段から前記制御プログラムを読み出す読み出し手段と、
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　前記読み出し手段により読み出された制御プログラムを記憶可能であり、前記第１記憶
手段よりも高速にアクセス可能な第２記憶手段と、をさらに備え、
　前記読み出し手段は、前記制御手段が前記他の動作モードから該特定の動作モードへ切
り替えた際に、前記第１記憶手段から前記制御プログラムを読み出す、請求項９に記載の
電子機器。
【請求項１５】
　前記モード切替手段はダイヤルである、請求項９に記載の電子機器。
【請求項１６】
　前記特定の動作モードは無線通信モードである、請求項９に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の動作モードを選択可能で、いずれかの動作モードで動作する電子機器
に関する。本発明は、例えば、無線通信機能付き撮像装置やテレビジョン放送受信機能付
き表示装置などに適用できる。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線ＬＡＮ（Local Area Network）などの無線ネットワークに接続可能な無線通
信機能を備えるデジタルカメラが開発されてきている。デジタルカメラに無線通信機能を
備えることにより、デジタルカメラで生成された画像データやデジタルカメラ内の記録媒
体に記録されている画像データなどを、コンピューターやプリンターなどへ手軽に転送等
することができる。
【０００３】
　特許文献１は、無線通信機能付きの電子カメラを開示している。この電子カメラは、操
作部の一部に、電子カメラの動作モードを切り替えるためのモードダイヤルを備える。こ
のモードダイヤルにより、電子カメラの動作モードを無線ＬＡＮモードに移行させること
ができる。電子カメラは、モードダイヤルによって電子カメラの動作モードが無線ＬＡＮ
モードに移行されると、自装置に備わる液晶ディスプレイにプロファイル一覧画面を表示
する。電子カメラは、ユーザーによりプロファイル一覧画面において電子カメラの接続先
が選択されるまでは、自装置内の無線ＬＡＮモジュール部への電力供給を禁止するよう制
御する。そして、電子カメラは、プロファイル一覧画面において電子カメラの接続先が選
択されたときに、無線ＬＡＮモジュール部への電力供給を許可するよう制御する。これに
より、無線ネットワークを介して接続されるコンピューターまたはプリンターに画像デー
タを転送することができる電子カメラにおいて、無駄な電力消費を抑えることができる。
【特許文献１】特開２００７－２００４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の電子カメラでは、モードダイヤルが操作されて一旦無線ＬＡＮモ
ードに移行されると、プロファイル一覧画面が液晶ディスプレイに表示される。ユーザー
は、液晶ディスプレイに表示されたプロファイル一覧画面を見ながら操作部を操作して、
無線ネットワーク上の接続先を設定する等の操作が必要であった。
【０００５】
　このように、無線ネットワークを介して画像データの送受信を行うには、無線ネットワ
ークに接続する機器間での設定登録を行うための操作や、送信対象とする画像データを指
定する操作など、煩雑な操作が必要であった。また、従来の電子カメラは、ユーザーによ
りモードダイヤルが操作されて無線通信モードが選択された後、無線通信モジュール部を
起動して、実際に無線通信が可能な状態に移行するまでに長時間を要していた。
【０００６】
　このように、電子カメラが特定の動作モード（例えば上記無線ＬＡＮモード）に入る際
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に、煩雑な操作および長時間を要する操作が必要となる場合がある。したがって、ユーザ
ーの不注意等により、特定の動作モードへ移行する操作（以下、移行操作と称する）及び
特定の動作モードから抜ける操作（以下、終了操作と称する）が繰り返されると、移行操
作および終了操作が行われる度に煩雑な操作が必要となる。また、移行操作が行われて実
際に特定の動作モードへ移行するまで、および終了操作が行われて実際に特定の動作モー
ドから抜けるまでに、長時間を要することとなるため、操作性が悪くなる。
【０００７】
　本発明は、動作モードを切り替える際の操作性の不都合を軽減することができる撮像装
置、および電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の撮像装置の第１の構成は、特定の動作モードと他の動作モードとを含む複数の
動作モードの中から一つの動作モードを選択する操作を受け付けるモード切替手段と、自
装置の制御のための情報を表示することができる表示手段と、前記モード切替手段で受け
付けた操作に応じて、自装置の前記動作モードを切り替えるよう制御する制御手段と、を
備え、前記制御手段は、前記モード切替手段が、前記他の動作モードから前記特定の動作
モードに切り替える操作を受け付けたとき、または／および、前記特定の動作モードから
前記他の動作モードに切り替える操作を受け付けたときは、動作モードを切り替える前に
、動作モードの切り替えを許可するか否かについてのユーザーの指示を促すための表示を
前記表示手段に表示させるよう制御するものである。
【０００９】
　本発明の撮像装置の第２の構成は、特定の動作モードと他の動作モードとを含む複数の
動作モードの中から一つの動作モードを選択する操作を受け付けるモード切替手段と、自
装置の制御のための情報を表示することができる表示手段と、前記モード切替手段で受け
付けた操作に応じて、自装置の前記動作モードを切り替えるよう制御する制御手段と、を
備え、前記制御手段は、前記モード切替手段が前記特定の動作モードから前記他の動作モ
ードに切り替える操作を受け付けたときは、動作モードの切替の前に、動作モードの切り
替えを許可するか否かのユーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示させるよ
う制御し、前記表示手段が前記動作モードの切り替えを許可するか否かのユーザーの指示
を促すための表示をしている際に、前記モード切替手段が前記他の動作モードから前記特
定の動作モードに切り替える操作を受け付けたときは、前記表示手段に表示させている表
示を消すように制御する、ものである。
【００１０】
　本発明の電子機器の第１の構成は、特定の動作モードと他の動作モードとを含む複数の
動作モードの中から一つの動作モードを選択する操作を受け付けるモード切替手段と、自
装置の制御のための情報を表示することができる表示手段と、前記モード切替手段で受け
付けた操作に応じて、自機器の前記動作モードを切り替えるよう制御する制御手段と、を
備え、前記制御手段は、前記モード切替手段が、前記他の動作モードから前記特定の動作
モードに切り替える操作を受け付けたとき、または／および、前記特定の動作モードから
前記他の動作モードに切り替える操作を受け付けたときは、動作モードを切り替える前に
、動作モードの切り替えを許可するか否かについてのユーザーの指示を促すための表示を
前記表示手段に表示させるよう制御するものである。
【００１１】
　本発明の電子機器の第２の構成は、特定の動作モードと他の動作モードとを含む複数の
動作モードの中から一つの動作モードを選択する操作を受け付けるモード切替手段と、自
装置の制御のための情報を表示することができる表示手段と、前記モード切替手段で受け
付けた操作に応じて、自機器の前記動作モードを切り替えるよう制御する制御手段と、を
備え、前記制御手段は、前記モード切替手段が前記特定の動作モードから前記他の動作モ
ードに切り替える操作を受け付けたときは、動作モードの切替の前に、動作モードの切り
替えを許可するか否かのユーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示させるよ
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う制御し、前記表示手段が前記動作モードの切り替えを許可するか否かのユーザーの指示
を促すための表示をしている際に、前記モード切替手段が前記他の動作モードから前記特
定の動作モードに切り替える操作を受け付けたときは、前記表示手段に表示させている表
示を消すように制御するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、起動処理に長時間を要する等の動作モードへの移行操作、および／ま
たは終了処理に長時間を要する等の動作モードから抜ける操作が、ユーザーの不注意等に
より繰り返し行われた場合であっても、直ぐには動作モードを切り替えないように制御す
る。したがって、動作モードを切り替える際の操作性の不都合を軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の撮像装置及び電子機器は、上記構成を基本として、以下のような態様をとるこ
とができる。
【００１４】
　すなわち、本発明の撮像装置及び電子機器において、前記制御手段は、前記モード切替
手段が、前記他の動作モード間で動作モードを切り替える操作を受け付けたときは、前記
ユーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示させることなく、前記モード切替
手段の切り替え後の動作モードで動作するよう制御する構成とすることができる。
【００１５】
　本発明の撮像装置及び電子機器は、ユーザーによる、前記動作モードの切り替えを許可
する指示を受け付ける受付手段を、さらに備え、前記制御手段は、前記動作モードの切り
替えを許可するか否かについてのユーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示
させた後において、前記受付手段がユーザーの指示を受け付けるまでは、前記モード切替
手段の切り替え前の動作モードで動作するよう制御する構成とすることができる。
【００１６】
　本発明の撮像装置及び電子機器において、前記制御手段は、前記モード切替手段が、前
記他の動作モードから前記特定の動作モードに切り替える操作を受け付けたとき、または
／および、前記特定のモードから前記他の動作モードに切り替える操作を受け付けたとき
は、動作モードの切り替えの前に、動作モードの切り替えを許可するか否かについてのユ
ーザーの指示を促すための表示を前記表示手段に表示させるが、動作モードの切り替えを
許可しないことについてのユーザーの指示を促すための表示は前記表示手段に表示させな
いよう制御する構成とすることができる。
【００１７】
　本発明の撮像装置及び電子機器は、前記特定の動作モードを制御する制御プログラムを
記憶する第１記憶手段と、前記第１記憶手段から前記制御プログラムを読み出す読み出し
手段と、前記読み出し手段により読み出された制御プログラムを記憶可能であり、前記第
１記憶手段よりも高速にアクセス可能な第２記憶手段と、をさらに備え、前記読み出し手
段は、前記制御手段が前記他の動作モードから該特定の動作モードへ切り替えた際に、前
記第１記憶手段から前記制御プログラムを読み出す構成とすることができる。
【００１８】
　本発明の撮像装置及び電子機器は、前記モード切替手段はダイヤルである構成とするこ
とができる。
【００１９】
　本発明の撮像装置及び電子機器は、前記特定の動作モードは無線通信モードである構成
とすることができる。
【００２０】
　（実施の形態）
　　〔１．電子機器の構成〕
　図１は、本発明の実施の形態にかかるデジタルカメラ１０の構成を示すブロック図であ
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る。図１に示すように、本実施の形態のデジタルカメラ１０は、光学系２０、ＣＣＤイメ
ージセンサー２１（CCD:Charge Coupled Device）、アナログデジタルコンバーター２２
、画像処理部３０、バッファメモリ４０、フラッシュメモリ４１、コントローラー５０、
カードスロット６０、液晶モニタ７０、操作部８０、および無線ＬＡＮ通信部９０を備え
ている。
【００２１】
　光学系２０は、被写体からの光を集光してＣＣＤイメージセンサー２１の撮像面上に被
写体像を形成する。ＣＣＤイメージセンサー２１は、被写体像を撮像して画像信号を生成
する撮像素子である。本実施の形態では、撮像素子は、ＣＣＤイメージセンサー２１を採
用したが、ＣＣＤイメージセンサー２１に替えてＣＭＯＳイメージセンサー（CMOS:Compl
ementary Metal Oxide Semiconductor）等を用いることもできる。アナログデジタルコン
バーター（以下、ＡＤコンバーターと称する）２２は、ＣＣＤイメージセンサー２１で生
成された画像信号をデジタル変換する。
【００２２】
　画像処理部３０は、ＡＤコンバーター２２でデジタル化された画像データに対して所定
の処理を施す。所定の処理は、ガンマ変換処理、ＹＣ変換処理、電子ズーム処理、圧縮処
理、および伸張処理を含む。ガンマ変換処理は、画像の明暗の度合いを調整する処理であ
る。ＹＣ変換処理は、画像を輝度信号と色信号とに分離する処理である。電子ズーム処理
は、画像の一部をトリミングして画素補間を行いサイズを拡大したり、画像の垂直ライン
及び水平ラインを間引いて画像のサイズを縮小したりする処理である。圧縮処理は、ＪＰ
ＥＧ（Joint Photographic Expert Group）などの画像フォーマット規格に基づき画像デ
ータを圧縮する処理である。伸張処理は、圧縮されている画像データを伸張する処理であ
る。なお、本実施の形態の所定の処理は、上記処理に限定されない。
【００２３】
　バッファメモリ４０は、画像処理部３０で画像処理を行う際、及び、コントローラー５
０で制御処理を行う際に、一時的に画像データや制御信号などを記憶可能（ワークメモリ
）である。バッファメモリ４０は、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）
などで実現可能である。
【００２４】
　フラッシュメモリ４１は、画像データを記憶可能な内蔵メモリである。フラッシュメモ
リ４１は、画像データの他に、コントローラー５０の制御のためのプログラムや設定値な
どを記憶可能である。
【００２５】
　コントローラー５０は、デジタルカメラ１０全体を制御するための制御手段である。コ
ントローラー５０は、少なくともデジタルカメラ１０全体を制御することができれば、マ
イクロコンピューターで実現してもよく、ハードワイヤードな回路で実現してもよい。
【００２６】
　カードスロット６０は、メモリカード６１を着脱するためのスロットである。カードス
ロット６０は、メモリカード６１への情報の書き込み及び読み出しを制御する機能を備え
る構成としてもよい。メモリカード６１は、フラッシュメモリなどを内蔵する。メモリカ
ード６１は、デジタルカメラ１０において撮影動作が行われることにより生成された画像
データ等を格納可能である。
【００２７】
　液晶モニタ７０は、デジタルカメラ１０で生成された画像データに基づく画像、メモリ
カード６１に記憶されている画像データに基づく画像、デジタルカメラ１０の各種の設定
情報等を表示することができる。液晶モニタ７０は、本発明の表示手段の一例であり、液
晶モニタ７０に替えて有機ＥＬディスプレイ（EL:Electronic Luminescence）などをデジ
タルカメラ１０に搭載することもできる。
【００２８】
　操作部８０は、デジタルカメラ１０の外装筐体に配された操作部材の総称である。操作
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部８０は、カーソルキーや押下釦等が含まれている。
【００２９】
　無線ＬＡＮ通信部９０は、無線ＬＡＮを介した双方向通信を行うことができ、アンテナ
回路、変調回路、復調回路などから構成されている。無線ＬＡＮ通信部９０は、本発明に
おける通信手段の一例である。無線ＬＡＮ通信部９０は、モジュール化されている場合が
多いが、コントローラー５０の一部として構成することができる。
【００３０】
　図２及び図３は、デジタルカメラ１０の外観を示す斜視図である。図２は、デジタルカ
メラ１０の前面側を図示している。図３は、デジタルカメラ１０の背面側を図示している
。なお、本実施の形態の説明において、「デジタルカメラ１０の前面」とは、当該デジタ
ルカメラ１０で被写体を撮影している時に被写体に対向する面である。また、「デジタル
カメラ１０の背面」とは、当該デジタルカメラ１０で被写体を撮影している時に撮影者に
対向する面である。図２に示すように、デジタルカメラ１０の前面１０ａには、光学系２
０が配されている。図３に示すように、デジタルカメラ１０の背面１０ｂには、操作部８
０（図１参照）の一例であるカーソルボタン６０ａ及び押下ボタン６０ｂ、液晶モニタ７
０が配されている。
【００３１】
　図４は、デジタルカメラ１０の上面図である。図２～図４に示すように、デジタルカメ
ラの上面１０ｃには、モードダイヤル８１、レリーズボタン８２、ズームレバー８３が配
されている。
【００３２】
　モードダイヤル８１は、デジタルカメラ１０の動作モードを切り替える操作を受け付け
る。デジタルカメラ１０は、無線ＬＡＮモードを含む複数の動作モードが割り当てられて
いる。すなわち、モードダイヤル８１は、無線ＬＡＮモードを含む複数の動作モードの中
から一つの動作モードを選択する操作を受け付けることができる。モードダイヤル８１が
ユーザーにより矢印ＡまたはＢに示す方向へ回転操作され、モードダイヤル８１の上面に
表記された任意の動作モードに対応する記号が基準マーク８４に位置合わせされることに
より、コントローラー５０はモードダイヤル８１によるモード切替操作を受け付ける。す
なわち、コントローラー５０は、モード切替手段（本実施の形態におけるモードダイヤル
８１）で受け付けた操作に応じて、自装置の動作モードを切り替える制御手段である。ま
た、モードダイヤル８１は、本発明におけるモード切替手段の一例である。なお、本実施
の形態において、モードダイヤル８１によって選択可能な動作モードは、静止画撮影モー
ド（図４における「ＰＩＣ」）、再生モード（図４における「ＰＢ」）、動画撮影モード
（図４における「ＭＯＶ」）、無線ＬＡＮモード（図４における「ＮＥＴ」）である。モ
ードダイヤル８１で選択可能な動作モードは、図４に示す４種類の動作モードに限定され
ない。
【００３３】
　コントローラー５０は、ユーザーによりモードダイヤル８１が回転操作されて、「無線
ＬＡＮモード」が選択されると、ユーザーに対して、無線ＬＡＮモードを起動するか否か
について指示を促すよう制御する。そして、コントローラー５０は、ユーザーにより無線
ＬＡＮモードを起動する指示が入力されると、無線ＬＡＮモードを起動する。無線ＬＡＮ
モードは、無線ＬＡＮ通信部９０を介して、コンピューターやプリンターなどの外部装置
と無線通信を行うことができるモードである。
【００３４】
　また、コントローラー５０は、ユーザーによりモードダイヤル８１が回転操作されて、
「再生モード」が選択されると、メモリカード６１やフラッシュメモリ４１に格納されて
いる画像データを読み出して、その画像データに基づく画像を液晶モニタ７０に表示する
よう制御する。
【００３５】
　また、コントローラー５０は、ユーザーによりモードダイヤル８１が回転操作されて、
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「静止画撮影モード」が選択されると、ＣＣＤイメージセンサー２１で撮像され画像処理
部３０で生成された静止画の画像データを、メモリカード６１やフラッシュメモリ４１に
格納するよう制御する。
【００３６】
　また、コントローラー５０は、ユーザーによりモードダイヤル８１が回転操作されて、
「動画撮影モード」が選択されると、ＣＣＤイメージセンサー２１で撮像され画像処理部
３０で生成された動画の画像データを、メモリカード６１やフラッシュメモリ４１に格納
するよう制御する。
【００３７】
　なお、本実施の形態では、「無線ＬＡＮモード」、「再生モード」、「静止画撮影モー
ド」、「動画撮影モード」を備えるデジタルカメラ１０を例示しているが、本発明はこれ
には限定されない。例えば、他の動作モードを備えるようにしてもよいし、上記４つの動
作モードの一部を欠いた場合であっても本発明は適用可能である。要するに本発明は、複
数の動作モードを備え、複数の動作モードに含まれる動作モードを切り替える時にユーザ
ーの指示を促すような電子機器であれば、本発明の範囲に含むものとする。
【００３８】
　以上のように構成されたデジタルカメラ１０において、モードダイヤル８１の回転操作
に基づき動作モードを切り替える際の動作を説明する。
【００３９】
　　〔２．モード切替操作時の動作〕
　　〔２－１．基本動作〕
　図５は、モードダイヤル８１によるモード切替操作時における、コントローラー５０に
よる動作制御の流れを示すフローチャートである。
【００４０】
　コントローラー５０は、モードダイヤル８１の回転操作を監視し、モードダイヤル８１
によるモード切替操作が行われたか否かを判断する（処理Ｓ１１）。
【００４１】
　コントローラー５０は、ユーザーによりモードダイヤル８１が回転操作されてモード切
替操作が行われたことを検出すると、その回転操作が無線ＬＡＮモードに関係するか否か
を判断する（処理Ｓ１２）。例えば、図４において、モードダイヤル８１が「ＮＥＴ」（
無線ＬＡＮモード）から「ＰＢ」（再生モード）に切り替えられたり、「ＰＢ」から「Ｎ
ＥＴ」に切り替えられたりすると、コントローラー５０は、その回転操作を無線ＬＡＮモ
ードに関係する操作であると判断する。これに対して、モードダイヤル８１が「ＰＢ」と
「ＰＩＣ」（静止画撮影モード）との間で切り替えられたり、「ＰＩＣ」と「ＭＯＶ」（
動画撮影モード）との間で切り替えられたりした場合、コントローラー５０は、その回転
操作を無線ＬＡＮモードに関係しない操作であると判断する。
【００４２】
　図５に戻って、コントローラー５０は、モードダイヤル８１の回転操作が無線ＬＡＮモ
ードに関係すると判断すると（すなわち、モードダイヤル８１が無線ＬＡＮモードと他の
モードとの間の切替を指示する旨の操作を受け付けた場合）、その切替操作が示す動作モ
ードへの切替を許可するか否かのユーザーの指示を促すための表示を液晶モニタ７０に表
示させるよう制御する（処理Ｓ１３）。
【００４３】
　「ユーザーの指示を促すための表示」とは、例えば、図６に示す表示画面である。図６
に示す表示画面は、例えば、無線ＬＡＮモードから再生モードに切り替える操作をモード
ダイヤル８１が受け付けた際に表示される画面である。ユーザーは、図６に示す表示画面
が液晶モニタ７０に表示された時に、操作部８０を操作して、モード切替操作により選択
された動作モードへの切替を許可するか否かを選択することができる。
【００４４】
　次に、コントローラー５０は、ユーザーによりモード切替操作が示す動作モードへの切
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替を許可する操作が行われた場合、モードダイヤル８１で受け付けたモード切替操作後の
動作モードで動作するよう、デジタルカメラ１０内の各部を制御する（処理Ｓ１５）。
【００４５】
　一方、ユーザーにより、モード切替操作が示す動作モードへの切替を拒否する操作が行
われた場合、コントローラー５０は、動作モードを切り替えず、モード切替操作前にモー
ドダイヤル８１が示していた動作モードでデジタルカメラ１０内の各部を制御する（処理
Ｓ１６）。
【００４６】
　また、コントローラー５０は、処理Ｓ１２において、モードダイヤル８１の回転操作が
無線ＬＡＮモードに関係しないと判断すると（すなわち、モードダイヤル８１が無線ＬＡ
Ｎモード以外の他のモード間での切替を指示する旨の操作を受け付けた場合）、そのモー
ド切替操作が示す動作モードへの切替を許可するか否かのユーザーの指示を促すための表
示を液晶モニタ７０に表示させることなく、モードダイヤル８１で受け付けた切り替え後
の動作モードで動作するよう制御する（処理Ｓ１５）。
【００４７】
　ここで、コントローラー５０が無線ＬＡＮモードに移行した際の動作の一例を説明する
。図７は、バッファメモリ４０とフラッシュメモリ４１の記憶領域のデータ構造を模式的
に示した図である。図７に示すように、コントローラー５０は、無線ＬＡＮモードに移行
すると、フラッシュメモリ４１内に予め格納されている無線ＬＡＮ通信用のソフトウェア
を読み出し、バッファメモリ４０内に格納する（ロード処理）。次に、コントローラー５
０は、バッファメモリ４０に格納された無線ＬＡＮ通信用のソフトウェアを実行させ、無
線ＬＡＮモードでの制御を実行する。本実施の形態では、無線ＬＡＮモードの制御に使用
するソフトウェアをバッファメモリ４０にロードする動作は、無線ＬＡＮモードが起動し
ているときのみに実行可能である。したがって、無線ＬＡＮモード以外の動作モードにお
いてバッファメモリ４０内に無線ＬＡＮ通信用ソフトウェアをロードする必要がないので
、バッファメモリ４０内の記憶領域を有効に活用できる。
【００４８】
　但し、この場合、モードダイヤル８１による無線ＬＡＮモードへの切替操作から無線Ｌ
ＡＮモードの起動までに数秒間という長時間を要するというデメリットが生じる。そのた
め、無線ＬＡＮモードと他のモードとの切替操作が頻繁に生じると、無線ＬＡＮモードの
起動を何度も行う必要が生じ、その間他の操作に支障が生じるようになる。従って、操作
性が悪くなる。
【００４９】
　そこで、本発明では、モードダイヤル８１が無線ＬＡＮモードと他のモードとの間の切
替を指示する旨の操作を受け付けた場合、コントローラー５０は、その切替操作が示す動
作モードの切替を許可するか否かのユーザーの指示を促すための表示を液晶モニタ７０に
表示させるようにして、ユーザーの意図を確認した上で動作モードを切り替えるようにし
たのである。これにより、ユーザーの不注意により、無線ＬＡＮモードを起動する操作が
行われたり、無線ＬＡＮモードを終了する操作が行われたりした場合であっても、直ぐに
は動作モードを切り替えない。したがって、無線ＬＡＮモードの起動のために、時間を要
する処理が何度も実行されるという不都合を防止できる。特に、本実施の形態にかかるデ
ジタルカメラ１０は、モードダイヤル８１により動作モードの変更を受け付ける。モード
ダイヤル８１は、デジタルカメラ１０の上面に設けられており、ユーザーが意図しない状
態でモードダイヤル８１を操作してしまうような場合も多いと考えられる。従って、本実
施の形態にかかるデジタルカメラ１０において、無線ＬＡＮモードと他のモードとの間の
動作モードの切替を許可するか否かのユーザーの指示を促すための表示を液晶モニタ７０
に表示させるようにしてユーザーの意図を確認した上で動作モードを切り替える構成は、
特に有効である。なお、動作モードの選択手段が本実施の形態におけるモードダイヤル８
１のような構成以外であっても、機器本体の外装上に設けられた操作部材であれば有効性
は高いといえる。例えば、動作モードの選択手段が機器本体の外装上に設けられたスライ
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ドスイッチやジョグダイヤルで構成されるような場合であっても有効性は高いといえる。
【００５０】
　これに対して、モードダイヤル８１が無線ＬＡＮモード以外の他の動作モード間での切
替を指示する旨の操作を受け付ける度に、ユーザーの判断を促していたのでは、操作が煩
雑になってしまい、却って操作性が悪くなる。そのため、モードダイヤル８１が無線ＬＡ
Ｎモード以外の他の動作モード間での切替を指示する旨の操作を受け付けた場合、コント
ローラー５０は、ユーザーの指示を促すための表示を液晶モニタ７０に表示させることな
く、モードダイヤル８１で受け付けた切り替え後の動作モードで動作するよう制御する。
【００５１】
　なお、無線ＬＡＮモードの起動までに長時間を要する理由として、ソフトウェアのロー
ドを例示したが、これには限定されない。たとえ、無線ＬＡＮ通信用ソフトウェアを予め
バッファメモリ４０にロードしていた場合であっても、無線ＬＡＮ通信にはアクセスポイ
ントやサーバーとの認証工程等を要するため、その起動にはある程度長い時間を要するこ
とになる。従って、無線ＬＡＮモードを起動したり終了したりする際に、ユーザーの意図
を確認することは、上記のソフトウェアのロードという技術を用いない場合においても有
効である。
【００５２】
　また、モードダイヤル８１が他の動作モードを示す状態から無線ＬＡＮモードを示す状
態に切り替えられた場合、「無線ＬＡＮモードを起動しますか？」等のユーザーの指示を
促す表示がなされる。その後、さらにモードダイヤル８１が回転操作されて、他の動作モ
ードを示す状態になった場合は、上記のユーザーの指示を促す画面を消して、モードダイ
ヤル８１が示す動作モードで動作するようコントローラー５０が制御するようにしてもよ
い。
【００５３】
　また、モードダイヤル８１が無線ＬＡＮモードと他のモードとの間の切替を指示する旨
の操作を受け付けた場合、ユーザーの意図を確認した上で動作モードを切り替えるように
した理由として、無線ＬＡＮモードの起動のために何度も時間を要するという不都合を防
止するということを挙げたが、場合によっては、無線通信中にモードダイヤル８１を誤操
作するとモードが切り替わり、ユーザーの意図に反して無線通信が切断されてしまうとい
う事態を防止できる、という理由も挙げることができる。
【００５４】
　　〔２－２．無線ＬＡＮモードへの移行動作〕
　以下、モード切替操作時の動作について具体例を挙げて説明する。
【００５５】
　まず、無線ＬＡＮモード以外の動作モード（例えば再生モード）から無線ＬＡＮモード
への移行時の動作を説明する。
【００５６】
　図８は、無線ＬＡＮモード以外の動作モードから無線ＬＡＮモードへの移行時における
、コントローラー５０の動作を示すフローチャートである。
【００５７】
　まず、モードダイヤル８１が無線ＬＡＮモード以外の動作モード（例えば再生モード）
を選択している状態において、コントローラー５０は、モードダイヤル８１の回転操作を
監視し、モード切替操作が行われたか否かを判断する（処理Ｓ２１）。
【００５８】
　次に、コントローラー５０は、モードダイヤル８１が回転操作されてモード切替操作が
行われたことを検出すると（処理Ｓ２１におけるＹＥＳ判断）、モード切替操作後にモー
ドダイヤル８１が選択している動作モードが無線ＬＡＮモードか否かを判断する（処理Ｓ
２２）。
【００５９】
　次に、コントローラー５０は、モードダイヤル８１が無線ＬＡＮモードを選択したと判
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断すると、液晶モニタ７０に判断画面を表示するよう制御する（処理Ｓ２３）。
【００６０】
　液晶モニタ７０に表示される判断画面は、モードダイヤル８１によりモード切替操作が
行われることにより選択された動作モードへの切り替えを許可するかを、ユーザーが入力
指示できる画面である。図９は、判断画面の一例である。コントローラー５０は、図９に
示す判断画面を液晶モニタ７０に表示するよう制御した後、ユーザーによる無線ＬＡＮモ
ードへの移行を許可する指示の入力を監視する。なお、図９に示すように液晶モニタ７０
に判断画面が表示されている状態では、デジタルカメラ１０はまだ無線ＬＡＮモードへ移
行しておらず、モードダイヤル８１が回転操作される前の動作モードで動作している（処
理Ｓ２４）。
【００６１】
　ここで、図９に示す例では、無線ＬＡＮモードへの移行を許可するかについてのユーザ
ーの指示を促すための表示だけを表示し、無線ＬＡＮモードへの移行を許可しないことに
ついてのユーザーの指示を促すための表示は表示しないこととした。つまり、無線ＬＡＮ
モードへの移行を許可するかについてのユーザーの指示を促すための表示として「ＹＥＳ
」という選択肢だけを表示し、無線ＬＡＮモードへの移行を許可しないことについてのユ
ーザーの指示を促すための表示としての「ＮＯ」という選択肢を表示しないこととした。
このようにする理由を以下に説明する。
【００６２】
　仮に、モードダイヤル８１が「ＮＥＴ」に設定された場合に、無線ＬＡＮモードへの移
行を許可するかについてのユーザーの指示を促すための表示（「ＹＥＳ」）のみならず、
無線ＬＡＮモードへの移行を許可しないことについてのユーザーの指示を促すための表示
（「ＮＯ」）についても表示するとする。この場合において、ユーザーが「ＮＯ」を選択
したとする。そうすると、モードダイヤル８１は「ＮＥＴ」に設定されているにも関わら
ず、デジタルカメラ１０自体は、無線ＬＡＮモード以外の動作モードで制御されるという
状態となってしまう。モードダイヤル８１が指し示す動作モードとデジタルカメラ１０が
実際に制御されている動作モードとの間に整合性が取れていないと、ユーザーは、デジタ
ルカメラ１０が現在どの動作モードで制御されているのかを正確に認識できない。このよ
うな事態が生じると、デジタルカメラ１０の利便性が損なわれてしまう恐れがある。そこ
で、図９に示す例では、無線ＬＡＮモードへの移行を許可するかについてのユーザーの指
示を促すための表示だけを表示し、無線ＬＡＮモードへの移行を許可しないことについて
のユーザーの指示を促すための表示は表示しないこととした。これにより、モードダイヤ
ル８１が指し示している動作モードとデジタルカメラ１０が実際に制御されている動作モ
ードとの整合性が常に取れることとなる。
【００６３】
　液晶モニタ７０に判断画面が表示されている状態において、ユーザーにより操作部８０
が操作されて、無線ＬＡＮモードへの移行を許可する指示が入力された場合（処理Ｓ２４
におけるＹＥＳ判断）、コントローラー５０は、無線ＬＡＮモードへ移行するようデジタ
ルカメラ１０の各部を制御する（処理Ｓ２５）。具体的な指示入力の方法は、例えば、液
晶モニタ７０に図９に示す判断画面が表示されている状態において、図３に示すカーソル
ボタン８０ａの中央に位置する決定ボタン８０ｃを操作する方法がある。
【００６４】
　一方、液晶モニタ７０に判断画面が表示されている状態において、モードダイヤル８１
が回転操作された場合は、コントローラー５０は、判断画面の表示を中止するよう制御し
、モードダイヤル８１により選択された動作モードへ移行するよう制御する。例えば、液
晶モニタ７０に図９に示す判断画面が表示されている状態（処理Ｓ２３）において、モー
ドダイヤル８１が回転操作されて再生モードが選択された場合、コントローラー５０は、
液晶モニタ７０の表示内容を判断画面から再生モードの画面（メモリカード６１に記録さ
れている画像データに基づく画像の表示など）へ切り替えるよう制御する。なお、液晶モ
ニタ７０に判断画面が表示されている状態（処理Ｓ２３）では、デジタルカメラ１０はま
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だ無線ＬＡＮモードへ移行していないため、モードダイヤル８１が回転操作されて再生モ
ードが選択されると、即座に液晶モニタ７０に再生モードの画面を表示することができる
。
【００６５】
　次に、コントローラー５０は、無線ＬＡＮモードに移行されると（処理Ｓ２５）、ソフ
トウェアのローディング動作を行う（処理Ｓ２７）。具体的なソフトウェアローディング
動作については、図７を参照して前述したので、ここでの説明は省略する。
【００６６】
　次に、コントローラー５０は、無線ＬＡＮ通信用ソフトウェアのローディングが完了す
ると、液晶モニタ７０にメニュー画面を表示するよう制御する。図１０は、無線ＬＡＮ通
信メニュー画面の一例を示す。図１０に示す無線ＬＡＮ通信メニューでは、ＷＥＢアルバ
ム、通信設定、パスワード設定などの項目が表示され、この中から所望の項目を選択する
ことができる。ユーザーは、液晶モニタ７０に図１０に示す無線ＬＡＮ通信メニューが表
示されている状態において、カーソルキー８０ａ（図２参照）に含まれる上方向ボタン及
び下方向ボタンを押下操作して、画面内に表示されているカーソル９１を所望の項目へ移
動させ、決定ボタン８０ｃ（図２参照）を押下する。これにより、所望の項目を選択する
ことができる。本実施の形態の説明では、一例として「ＷＥＢアルバム」が選択されたも
のとして説明する（処理Ｓ２８）。
【００６７】
　次に、コントローラー５０は、ユーザーにより操作部８０が操作されて図１０に示す無
線ＬＡＮ通信メニューの「ＷＥＢアルバム」が選択されると（処理Ｓ２９のＹＥＳ判断）
、フラッシュメモリ４１に登録されているアクセスポイント情報を参照する（処理Ｓ３０
）。
【００６８】
　次に、コントローラー５０は、参照したアクセスポイント情報に基づき、液晶モニタ７
０にアクセスポイント名の一覧を表示するよう制御する。図１１は、液晶モニタ７０に表
示されるアクセスポイント名の一覧画面である。図１１に示す表示例では、３つのアクセ
スポイント情報がフラッシュメモリに登録されていることを示している（処理Ｓ３１）。
【００６９】
　ユーザーは、液晶モニタ７０に図１１に示す一覧画面が表示されている状態において、
カーソルキー８０ａ（図２参照）に含まれる上方向ボタン及び下方向ボタンを押下操作し
て、画面内に表示されているカーソル９２を所望のアクセスポイント名に対応する位置へ
移動させ、決定ボタン８０ｃ（図２参照）を押下する。これにより、所望のアクセスポイ
ント情報を選択することができる。本実施の形態の説明では、アクセスポイント一覧にお
ける「ACCESS SPOT 1」が選択されたものとして説明する（処理Ｓ３２のＹＥＳ判断）。
【００７０】
　次に、コントローラー５０は、ユーザーにより操作部８０が操作されて図１１に示すア
クセスポイント一覧の「ACCESS SPOT 1」が選択されると、無線ＬＡＮ通信部９０を制御
して無線ＬＡＮに接続するよう制御するとともに、液晶モニタ７０に図１２に示す画面を
表示するよう制御する。図１２は、無線ＬＡＮ通信部９０がアクセスポイントに接続して
いる時に表示される画面である。次に、コントローラー５０は、無線ＬＡＮ通信部９０を
制御して、アクセスポイントを介してサーバー上またはコンピューター上の特定の領域で
ある「ＷＥＢアルバム」に接続する。コントローラー５０は、無線ＬＡＮ接続部９０がア
クセスポイントを介してサーバー上またはコンピューター上の特定の領域である「ＷＥＢ
アルバム」に接続している時に、液晶モニタ７０に図１３に示す画面を表示するよう制御
する。
【００７１】
　なお、図１２及び図１３に示すマーク９３は、無線ＬＡＮ接続部９０が無線ＬＡＮに接
続している時に、コントローラー５０の制御により画面内に表示される。すなわち、マー
ク９２は、デジタルカメラ１０が無線ＬＡＮに接続していることを、ユーザーに対して視
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覚的に報知することができる。
【００７２】
　　〔２－３．無線ＬＡＮモードから他の動作モードへの移行動作〕
　以下、モードダイヤル８１が無線ＬＡＮモードを選択している時に、モードダイヤル８
１が回転操作され、他の動作モードへ移行する際の動作について説明する。
【００７３】
　図１４は、無線ＬＡＮモードから他の動作モードへの移行動作の流れを示す図である。
まず、コントローラー５０は、無線ＬＡＮモードで動作している状態において（処理Ｓ４
１）、モードダイヤル８１が回転操作されたか否かを検出する。なお、処理Ｓ４１に示す
無線ＬＡＮモードとは、図８における処理Ｓ２５以降の状態に相当し、実際に無線ＬＡＮ
に接続されているか否かに関わらない（処理Ｓ４２）。
【００７４】
　次に、コントローラー５０は、回転操作後のモードダイヤル８１が無線ＬＡＮモード以
外の動作モード（例えば再生モード）を選択していることを検出すると、液晶モニタ７０
に判断画面を表示するよう制御する。図１５は、判断画面の一例である（処理Ｓ４３）。
ここで、図１５の例においても、図９の例と同様に、無線ＬＡＮモード以外の動作モード
への移行を許可するかについてのユーザーの指示を促すための表示だけを表示し、無線Ｌ
ＡＮモード以外の動作モードへの移行を許可しないことについてのユーザーの指示を促す
ための表示は表示しないこととした。なお、このようにした理由は、無線ＬＡＮモードへ
の移行の際と同様の理由による。
【００７５】
　コントローラー５０は、図１５に示す判断画面を液晶モニタ７０に表示するよう制御し
た後、ユーザーによる無線ＬＡＮモードから抜ける指示の入力を監視する。具体的には、
カーソルボタン８０ａに含まれる決定ボタン８０ｃが押下操作されることで、無線ＬＡＮ
モードを終了することができるので、コントローラー５０は、決定ボタン８０ｃの操作を
監視する（処理Ｓ４４）。
【００７６】
　コントローラー５０は、液晶モニタ７０に図１５に示す判断画面を表示させている状態
において、決定ボタン８０ｃが操作されたことを検出すると（処理Ｓ４４のＯＫ判断）、
モードダイヤル８１で選択された動作モードに移行するよう、デジタルカメラ１０内の各
部を制御する。この時に、コントローラー５０は、無線ＬＡＮ通信部９０に対して、無線
ＬＡＮへの接続を中止するよう制御する。次に、コントローラー５０は、バッファメモリ
４０にロードしていた無線ＬＡＮ接続用のソフトウェアをアンロードする（処理Ｓ４５）
。
【００７７】
　一方、コントローラー５０は、液晶モニタ７０に図１５に示す判断画面を表示させてい
る状態において、モードダイヤル８１が回転操作されて再び無線ＬＡＮモードが選択され
たことを検出すると（処理Ｓ４６におけるＹＥＳ判断）、液晶モニタ７０に表示させてい
た判断画面を消去するよう制御する。判断画面を消去することにより、ユーザーは、デジ
タルカメラ１０が再び無線ＬＡＮモードに戻ったことを即座に把握することができるので
、次の操作に素早く移ることができる（処理Ｓ４７）。
【００７８】
　次に、コントローラー５０は、液晶モニタ７０に、モードダイヤル８１が回転操作され
る前の画面を表示するよう制御し、無線ＬＡＮモードを維持する（処理Ｓ４８）。
【００７９】
　なお、コントローラー５０は、モードダイヤル８１が無線ＬＡＮモードを再度選択する
まで、液晶モニタ７０に判断画面を表示し続けるよう制御する。すなわち、ユーザーは、
液晶モニタ７０に判断画面が表示された後は、決定ボタン８０ｃを押下操作して無線ＬＡ
Ｎモードを終了させるか、モードダイヤル８１で再び無線ＬＡＮモードを選択して無線Ｌ
ＡＮモードを維持させるかの、いずれかを選択する必要がある（処理Ｓ４６におけるＮＯ
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判断）。
【００８０】
　　〔３．実施の形態の効果、他〕
　本実施の形態は、モードダイヤル８１が回転操作された際に、モードダイヤル８１の回
転操作が無線ＬＡＮモードに関する操作であるか否かを判断し、モードダイヤル８１の回
転操作が無線ＬＡＮモードに関する操作である場合は、デジタルカメラ１０と無線ＬＡＮ
との接続及び切断をすぐに行わないように制御する構成とした。このような構成とするこ
とにより、不意にモードダイヤル８１が回転操作されたとしても、無線ＬＡＮへの接続処
理や無線ＬＡＮからの切断処理が実行されないため、すぐにモードダイヤル８１を操作し
て所望の動作モードへ移行させることができる。よって、使い勝手を向上させることがで
きる。
【００８１】
　なお、本発明の実施の形態では、無線ＬＡＮモードに入るときにおいても抜けるときに
おいても共に、ユーザーの指示を促す表示を表示するようにしたが、本発明はこれには限
定されない。例えば、無線ＬＡＮモードに入るときにだけそのような表示を行い、無線Ｌ
ＡＮモードから抜けるときはそのような表示を行わないようにしてもよい。本発明の「モ
ード切替手段が無線通信モードと他のモードとの間の切替を指示する旨の操作を受け付け
た場合」とは、無線通信モードに入る操作を受け付けた場合、または／および、無線通信
モードに出る操作を受け付けた場合、を意味する。
【００８２】
　また、本実施の形態では、無線ＬＡＮ機能を有するデジタルカメラ１０を例示したが、
これには限定されない。例えば、Ｗｉ－Ｍａｘ規格（Wi-Max:Worldwide Interoperabilit
y for Microwave Access）に準拠する通信機能を搭載するデジタルカメラ等にも適用可能
である。また、ＧＰＳ（Global Positioning System）接続機能を搭載するデジタルカメ
ラにも適用可能である。要するに、本発明は、無線通信機能を有する撮像装置に適用でき
る。
【００８３】
　また、本実施の形態では、無線ＬＡＮモードへ入るときや無線ＬＡＮモードから出ると
きについて例示したが、本発明はこれには限らない。例えば、テレビジョン放送を受信可
能な電子機器に本発明を適用した場合、テレビジョン放送受信モードに入るときやテレビ
ジョン放送受信モードから出るときに、モード切替を許可するか否かについてのユーザー
の指示を促すための表示を行う構成とすることができる。このようなテレビジョン放送を
受信可能な電子機器では、テレビジョン放送受信機能を起動するにはある程度の時間を要
するため、不用意にテレビジョン放送受信モードの入り切り操作が行われると、その度に
待ち時間が生じてしまい、操作性が悪くなってしまうという問題が生じる。このような問
題は無線通信モードの場合と同様である。要するに、モードの入り切りに際して時間を要
する等の操作性の問題がある場合、そのようなモードを本発明の「特定の動作モード」と
して、本発明を適用可能である。
【００８４】
　また、本実施の形態では、ユーザーにより、処理Ｓ１４（図５）または処理Ｓ２４（図
８）において無線ＬＡＮへの接続を許可する入力が行われた場合、デジタルカメラ１０は
無線ＬＡＮへ接続する操作を行うことができる状態になるが、処理Ｓ１４または処理Ｓ２
４の次のステップにパスワード認証を行うステップを追加してもよい。すなわち、処理Ｓ
１４または処理Ｓ２４において無線ＬＡＮへの接続を許可する入力が行われた後、液晶モ
ニタ７０にパスワード入力画面を表示させ、ユーザーにより、事前に登録されているパス
ワードと一致するパスワードが入力されない限り、無線ＬＡＮに接続できないように構成
することができる。このような構成とすることにより、悪意がある者により、デジタルカ
メラ１０を介して無線ＬＡＮへ不正にアクセスされることを防止することができる。なお
、パスワードを設定するには、図１０に示す無線ＬＡＮ通信メニューにおいて、カーソル
キー８０ａ（図３参照）に含まれる上方向キー及び下方向キーを操作して、カーソル９１
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を「パスワード設定」に対応する位置へ移動させ、決定ボタン８０ｃを押下操作する。コ
ントローラー５０は、この操作を受け付けると、図１６に示すパスワード設定画面を液晶
モニタ７０へ表示させる。ユーザーは、図１６に示すパスワード設定画面が液晶モニタ７
０に表示された後、カーソルキー８０ａ（図３参照）を操作してカーソル９４を所望のア
ルファベットへ移動させ、決定ボタン８０ｃを押下操作することで、パスワード入力部９
５に１文字ずつパスワードを構成する文字を入力することができる（パスワード入力部９
５に表示される文字はアスタリスクマークである）。ユーザーは、上記入力方法を繰り返
してパスワードを構成する全ての文字を入力し終わると、決定ボタン８０ｃを押下操作す
る。これにより、パスワードの設定が完了する。コントローラー５０は、上記操作に基づ
き設定されたパスワードをフラッシュメモリ４１に格納する。また、コントローラー５０
は、パスワード認証ステップにおいて、ユーザーにより入力されたパスワードとフラッシ
ュメモリ４１に格納されているパスワードとを比較し、両者のパスワードが一致した時の
み無線ＬＡＮへの接続を許可する。
【００８５】
　また、本実施の形態では、ユーザーによりモードダイヤル８１が「ＮＥＴ」に設定され
ると、処理Ｓ１３（図５）において、無線ＬＡＮモードへの移行を許可するか否かを促す
表示を表示することとした。しかしながら、必ずしもこのような構成としなくてもよい。
例えば、処理Ｓ１３において、無線ＬＡＮモードへの移行を許可するか否かを促す表示を
表示する代わりに、上述したパスワード入力画面を表示してもよい。パスワードの入力が
あった場合には、ユーザーは無線ＬＡＮモードへの移行を許可する意思表示をしていると
考えられるからである。従って、このような構成とすることにより、パスワード入力画面
に、無線ＬＡＮモードへの移行を許可するか否かを促す表示の役割をも持たせることがで
きる。
【００８６】
　また、本実施の形態では、本発明の電子機器の一例としてデジタルカメラを例示したが
、本発明はこれには限定されない。例えば、テレビジョン放送受信機能を有する表示装置
などにも適用できる。要するに、本発明は、複数の動作モードを有する電子機器に適用可
能である。
【００８７】
　また、本実施の形態におけるモードダイヤル８１は、本発明におけるモード切替手段の
一例である。また、本実施の形態における液晶モニタ０は、本発明における表示手段の一
例である。また、本実施の形態におけるフラッシュメモリ４１は、本発明における第１記
憶手段の一例である。また、本実施の形態におけるバッファメモリ４０は、本発明におけ
る第２記憶手段の一例である。また、本実施の形態におけるコントローラー５０は、本発
明における制御手段、読み出し手段の一例である。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、複数の動作モードを有する電子機器に適用可能である。より具体的には、デ
ジタルカメラ、ビデオカメラ、カメラ機能付き携帯電話端末、テレビジョン放送受信機能
付き表示装置等に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の実施の形態にかかるデジタルカメラの構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態にかかるデジタルカメラの斜視図
【図３】本発明の実施の形態にかかるデジタルカメラの斜視図
【図４】本発明の実施の形態にかかるデジタルカメラの上面図
【図５】本発明の実施の形態にかかるデジタルカメラのモード切替動作を説明するための
フローチャート
【図６】ユーザーの指示を促すための表示の一例を示す模式図
【図７】フラッシュメモリ及びバッファメモリに格納されたデータの構成を示す模式図
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【図８】無線ＬＡＮモードへの移行動作を説明するためのフローチャート
【図９】ユーザーの指示を促すための表示の一例を示す模式図
【図１０】無線ＬＡＮ通信メニューの表示例を示す模式図
【図１１】アクセスポイント一覧の表示例を示す模式図
【図１２】無線ＬＡＮ接続中に表示される画面の模式図
【図１３】無線ＬＡＮ接続中に表示される画面の模式図
【図１４】無線ＬＡＮモードから他の動作モードへの移行動作を説明するためのフローチ
ャート
【図１５】ユーザーの指示を促すための表示の一例を示す模式図
【図１６】パスワード入力画面の一例を示す模式図
【符号の説明】
【００９０】
　２０　光学系
　２１　ＣＣＤ
　２２　ＡＤＣ
　３０　画像処理部
　４０　バッファメモリ
　４１　フラッシュメモリ
　５０　コントローラー
　６０　カードスロット
　７０　液晶モニタ
　８０　操作部
　９０　無線ＬＡＮ通信部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１０】

【図１１】
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